


は じ め に 

令和 6 年１月の能登半島地震により、被災された皆様

に心からお見舞い申し上げますとともに、被災直後より

県内はもとより、全国各地からの復興支援活動に加えて、

救援物資や義援金など多大なるご支援をいただき、心か

ら感謝を申し上げます。  

そうした中、当広域連合では、被保険者の皆様が健や

かな毎日を過ごしていただけるよう「健康寿命の延伸・健康の保持増進」

を目的とした「第３期データヘルス計画（令和 6～11 年度）」を策定い

たしました。 

今後は、「受けよう健康診査 のばそう健康寿命 まもろう皆保険」を

スローガンとし、本計画に基づき高齢者特性を踏まえた「高齢者の保健

事業と介護予防等の一体的実施事業」を重点施策と位置づけ、石川県並

びに医療関係等の諸団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・ 

老人クラブ連合会・婦人団体協議会・シルバー人材センター等）のご協

力・ご支援をいただきながら、県国保連合会や県内全市町と連携して、

健診・医療データ等を活用した事業の推進に努める所存であります。 

なお、被災地の生活再建には中長期の取組が必要となる中、被災者の

皆様が心身ともに健康を保ち、笑顔を取り戻していただけるよう保健事

業を通してお役に立てればと考えております。 

また、その被災地及び被災者の支援活動に携わる関係者の皆様ご自身

の健康の維持にも、十分ご留意いただきますよう、お願いを申し上げる

次第であります。 

令和６年３月 

石川県後期高齢者医療広域連合長 粟 貴 章 
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1. 計 策 の  
 

(1)  
石川県後期高齢者医療広域連合（以下 広域 と ） は 高齢者の医療

の 保 関する法 （以下 高 法 と ）の 125 1 高

齢者の の 健康教 健康 健康 査 保健 健

康管理 の る被保険者の つ の支 その他の被保険

者の健康の保 進の め 必要な事業（以下 高齢者保健事業 と ）の

め おり 平成 25 年 6 議 高 法

125 ６ 高齢者保健事業の 関する （

)以下 国  と ） より 健康・医療 を 用 クル

つ な保健事業の を図る めの計 （以下 ータ ル

計 と ）を策 保健事業の を と

る  

広域 お る 期 ータ ル 計 は 令和５年度 期 となる め

年度 お 期 ータ ル 計 を策 する の るが 保険者

の ータ ル 計 の を推進する が 経 財 と の

 2020（ 太  2020）（令和 年７ 議 ） 経 財 会議

お る 経 ・財 計 表 2 （令和 年 12 ）

令和４年度 の 高齢者保健事業の計 策 の よ 期計

お は全 県広域連合 の 計 が

が め おり そ を 策 をする とと  

国が推進する 高齢者の保健事業と 護 （ ）との一体 事業

（以下 一体 と ） は高齢者保健事業の中 な事業 は るが

主な となる市町 お る健康課 人 ・社会 の と の

る と 地域の 市町 と 分 協議 なが

るよ な計 策 め と る  
  

  高齢者保健事業の 計 （ ータ ル 計 ）策 の  （令和 5 年 3 30 ） 
  

(2)  

医療 職 の 支 が 系 の健康 の

・ の その 体 の がり 被保険者が

る り長 み 地域 立 を る とが る とを

とする  
 
2. 計 期   （石川県の医療計 高 法 医療 計 期 ） 

令和 6 年度～令和１１年度（６年 ） 

・ 1 期計 （期 ：平成 ～平成 29 年度の 3 年）平成 26 年度策  

・ 2 期計 （期 ：平成 ～令和 5 年度の 6 年）平成 29 年度策   
 

3. 他計 との関連  

期 ータ ル 計 は 広域の 計 る 広域計 の下 計

り 分野 の 計 と おり 石川県の医療 計

健康 進計 ※ 護保険事業支 計 国保の保健事業 計 (国保 ー

タ ル 計 との 合 を図る とと る  
 

※令和６年度 １ お る 次国民健康 り （健康 21（
次）） が り 計 期 は関連計 (医療計 医療 計 護保険事業支 計 と
合 る と 組の健康 進 の を 期 る とは は一 期 要する を
え 令和 6(2 年度～令和 17(2035)年度 の  年 と  

 

 事  



   

 

当広域の ル 計画と関連する主な法定計画の 要  
計

画

 

医療 化計画包含

した 県医療計画 

（ . ） 

いしか 健康フ

ア

（ ） 

県長 社会

（ ） 

人福祉計画 福法及び介

護保険事業支援計画 

市町国保 ル

計画 

 

 

内

及

び 
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な
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病 数や医療施 、

医療 事者の確保等 

医療 関連事項 

健康の保 推進の  

すべき  

医療の 的提供に
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後期高齢者医療  
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域の介護
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市町 の介護予防

重度化防 等支援・
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者が 慣れた地域で

らし けられる環境
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場 する高齢者 合
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被保険者の健康課題 

健康課題に対応した

 

保健事業の内  等 
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当者数

合

ル 者数と

合
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等の異常者数
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令和 5 年度に 定する第 期 ル 計画では、 和を図る他の法定計画内 は 行 計画内 となる。 

 

 参考  ル 計画と関連する法定計画の 定者等 

   定 者 計 画 期 間   法 等 

医療計画 県 
６年間 第６ 年間 

第 令和６ 年度 

医療法第 条の  

第 項 定 

医療  

化計画 
県 

６年間 第 期 年間 

第 期 令和６ 年度 

高齢者医療確保法 

第 条 

ル  

計画 
保険者 

６年間 第 期 ３年間 

第３期 令和６ 年度 

 高齢者医療確保法に づく 
高齢者保健事業の実施等に 
関する 及び国 健康
保険法に づく保健事業
の実施等に関する  
第  他 

健康 進計画 
市町 力  

県  

年間 第 は 年間 

      第 は 年間 

第３ 令和６ 年度 

健康 進法 

第 条 

介護保険事業 

支援計画 
県 

３年間 

第 令和６ 年度 

介護保険法 

第 条 

介護保険 

事業計画 
市町  

３年間 

第 令和６ 年度 

介護保険法 

第 条 

 



 

実施体 ・関係者連携

市町との連携体  

当広域における高齢者保健事業等については、被保険者に な 県内の

市町（以下「県内市町」という。）の特 （健康実態・健康課題・社会資源の

状況等）に応じ、 市町への 等により、きめ やかな保健事業等を する。 

その事業等の 実・ の 上のため、当広域は 県の関連 及び 県国

健康保険団体連合会（以下「県国保連」という。）等と連携し、人 等を

含む市町支援を行うため、市町等とも に協議を重 ながら取り組む。 

関係者等

計画の実 等を高めるため、 県の医 会・ 医 会・ 会・

会等の有 者や関係団体等などで構 する「医療 会」や県国保連に

れる「保健事業支援・評価 会」等において、計画の進 状況や 、事業

評価等を報 し、意 等を り、計画の ・ し等を図 。 

5. 情報

人口・被保険者（対 者に関する 情報 令和 年度   . .６時点）

県の人口は、 人（ 5 5 人・ 5 55 人）である。 

当広域の被保険者数は 5 5 人（ 人・ 人）であり、

年齢 では、 5 が . と最も く、 に、 が .5

となっている。 

 

参考 ・国 の年齢 人口（ . . ） 

5 5 . 5 55 5 .
5 5 . .

5 5 . 5 . .
5 . . 5 .

5 5 . 5 . .
5 .5 5 . .

5 5 . .5 .
以上 5 . .5 5 .

地域の 体 の把握 人口構 と被保険者構

被保険者数 人

計
人口 人

県 県 県 和 県 県 県 県

人口
（人）

人口に
める

合

人口
（人）

人口に
める

合

人口

. . . . . . . . .

5 . . . . . .5 . . .

. 5 . . . . . . . .

5 5 . 5 5 . . . . 5. . .5 .

5 5 5. 5. . . . 5. . . .

5 5 . 5 5. . . . 5. . . .

5 . 5 5. . .5 . 5. . . .

5 5 5 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

. 5 . . 5. . .5 5. . .

5 5 . . . . . . . . .

5 5 5 . 5 . . .5 . . . .5 .

55 5 5 . .5 . . . . . 5. .

. 5 . . . . 5. . . .

5 . 5 . . . .5 5. . . .5

. .5 . . .5 . . . .

5 . 5 5. 5. . . 5. .5 . 5.

5 5 . 5 . 5. 5. . . 5. 5. .

5 以上 5. 5 5. . . . . . . .
計で る日   による 保険者

  人口に める 合

県 国
広域



   

 

 参考  医療 域 との 的な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

広域 体 加 医療 中 医療 能登中 医療 能登 医療

人口 数 人 5

5 以上 合 5. 5. . . .

被保険者 数 人 5 5

5 以上 合 . . . . .

. . .5 . .

. . 5. . .

. . . . .

. . . . .

が 5 .5 5 . 5 . .5 .

病 . . 5. . .

疾 . . . .5 5.

病 . . . . .5

. . . . .

自 . . . . .5

病 数 .5 .5 . . .

療 数 . . 5. . .

病 数 . . 5. . .

医 数 . . . . 5.

者数 . 5.5 .5 . .

者数 . . . . 5 .

. . . . 5 .

5 5

合 . 5. . . .

. 5.5 .5 . .

件当り点数 5

人当り点数 5 55 55

日当り点数

件当り 数 . . . . .5

合 55. 5 . 5 . 5 . 5 .

5. . . 5 .

件当り点数 5 5 5 5 5 5 55 5

人当り点数 5 55

日当り点数 5 5

件当り日数 . . . . .

5 5. . . .

件当り点数 55 5 5

人当り点数

日当り点数 5 5

件当り 数 . . . . .

. . . .5 .

5 5

. . . . .

. . . . .

5 5 5 5

5 5 5

医 5 5 5

5 5

医 55 5

5

病 . . . .5 .

高 症 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .

異常症 . . . . .

病 . . . 5 . 5 .5

疾 .5 . 5. . .

が . .5 . . .

・ 5 . 5 . 55. 5 .5 .

. . . . .

・ 知症 . . . . .

アル イ 病 . . . . 5.
地域の 体 の把握

区

人口 態

介護
状況

件当り （ ）

後期
高齢
者の
医療
状況

5 以上の要介護 定 定

以上 5 要介護 定 定

定

有病状況

件当り

施 件当り

以上の介護
定者の医療

以上の介護
定なしの医療

後期高齢者
医療の

点数 点

後期高齢者
医療の

点数 点

後期高齢者
医療の

点数 点

人あたり

療

件当り点数

人口

後期高齢者医療
の被保険者

自立期間
要介護 度以上
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(2)関 者（計 の を高める めの関 者 との連 ）

1)県内市町との連 内

 一体 事業をは めとする 広域 の高齢者保健事業の主な は

県内市町 る と 市町の健康 健康課 を 広域全体の

健康課 との関連 を え つ な事業 が るよ

な 有は め 対策 る協議 を する なが

健康課 社会 の は市町 よ なる と 一 事業を推

進 な と 市町と 分な協議を なが する

体 な連 有の場は以下のとおり 

  後期高齢者医療 課長会議    原則 年４  

  市町 よる高齢者保健事業 る協議の場   原則 年  

  一体 事業の ・ 者との    原則 年  

  一体 事業の ・ の めの研 会    原則 年１  

市町が 事業を する る 市町 は 事 の が

る場合 る は事 が は 広域連合と 必要な

対 を 連 ・協 す 事業 は以下のとおり 

 国保 ル 事業  

 護 事業 地域支 事業 お る一般 護 事業  

 高齢者 関連する り・ が り・ 学 事業  

2)石川県との連 内   

市町 お る保健事業 の推進を図る めの人材 成 体 の ・

り組めるよ 連 ・協 を 体 は以下の会議

な の を  
・地域医療推進室：医療計 の る事業（ 対策推進会議 ）  
・医療対策課：広域連合の 課長会議 一体 研 県の ・ の機会  
・健康推進課： の 関連会議・広域連合の一体 研   
・長 社会課： 護 ・地域 推進 る研 会 広域連合の一体 研   
・薬事 課：後 医薬 利用 進会議  
・その他：一体 事業推進 必要な関 課との協 ・連 有 

3)県国保連 支 ・ 委員会との連 内

県国保連 は 広域 県内市町 お る KD （国保 ータ ー ）シ

の 用 一体 る研 る支 を るとと ー

タ ル 計 の進 管理 つ 国保 ル ー 事業の 保健

事業支 ・ 委員会 の ・ を る  

4)関 者との連 内

広域の※医療懇話会 な場 ータ ル 計 の策 ・進

・ つ を る 高齢者保健事業 の な 関 連

する  

※医療懇話会の委員 成：学識経験者 石川県医師会 石川県歯科医師会 石川県薬剤師会  
石川県栄養士会 の医療保健関 者 健康保険組合 国民健康保険医療保険者 老人クラブ 
連合会 婦人団体協議会 シルバー人材センターの代表者  
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6)その他

一体 は令和 年度 一部の市町より 令和 年度 県内

全市町 る 常 域 と する とと 金

め おり 域 組は 市町 よ なるのが

る なが 被保険者の公平 の 国が る とより

全 常 域 お 健康課 社会 地域の を

す 広域 は 一体 の なる ・ の め 協 ・連 る関

機関 との関 を図る （医療懇話会委員 の な職 団体の な

） 必要な な知識 知 用 る 境 め

る  

【 】保険者 の一人 り医療 と所要保険

【 】 健康 りの めの より一部
令和６年  健康 りの めの の 関する 会 

関する 事 （必要な は年齢 よ する ）
   を用 を 研究 15 歳 後は ・ 5 歳 5 歳

5 5 歳が 6 となり 成人後は 0 年 30 分 後 が する
の 対 の 上 が ～ 0 歳 度が 5 歳以上
歳以上 5 えとなる 齢 よ 早 早 が り するが の
は な を える上 年代 ・ の が必要となる  

の全体の ： 人 を えつつ 常 ・ と 分な
を 保 の健康を保 すると 高齢者 お る推 事 と

・長 上 が健康 クとなる め 上 以上とな な とを 安とする  

・ の 室の 境 を 直 養 を高める  

・長 は を る め 中は長 を す  

所要保険 医療

組合 組合健保
協会 (R 年度

１７

市町国保(R 年度) 　

後期高齢者医療(R 年度) 　７ ６

後期高齢者医療(R 年度) 　 ７

度 66 者　    　     　　 1
保険 の 対 者　　   　　　31
保険 の 対 者                      91

（内 ） ,500 の７ 者  　 
,500 の5 者他   15 15
,500 の 者      11 53

　石川県後期高齢者医療広域連合　R5保険 内 (R5 6 成

出 ：石川県国保連合会　R5 二 ータ ル 計 学 会
　　　 3-1( 5-1医療保険者の全体

被保険者一人 り

全

国

R5年度保険 の内
石
川
県
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6. の 理

(1)被保険者 の （被保険者の推 ・年齢 被保険者 成 合・その他）

令和４年度は 団 の 代が 8 人（ ４ ） 令和５年

度 令和 6 年度 が 団 の 代の 成 が高 な る  

年齢 は 4歳 （ 年 者）が 5歳～ 4歳が

５歳～ 歳が 0 歳以上が とな る  

の は 4 6 り が 38 人

は ４歳 は の が高 が 5 歳以上は が高 な る  

(2) 期計 る （ 期 DH 計 全体 成 ）

期計 期 中の令和 年度 の高齢者保健事業は 県内市町 委

健康 査と一部の市町 よる の り

の健 は タ が の 健康 査を る め その

関連 を ・ が 後期高齢者医療は 期医療 が

る と り の ～ は 組成 を 認する 令

和 年度 推進 る 一体 り組 市町の よ

は 令和６年度以 は県内市町全 が一体 組

り 後は ク ーシ ン ー の 支 の と が

安 す ～ の医療 合 ると期 ると る  

高齢者保健事業 の つ は 8～10 の のとおり る

期 ータ ル 計 の 管理表

： 成 成 R5 R4

中長期 （※ 経年 は １）

の総医療 める 合 1

管 の総医療 める 合１

者の総医療 める 合１

期 （※ 経年 は 10 ）

の保健 合

の 組 ータ 合

健康 査

高 常 の保健 の 合

後の 者 合

歯科健 市町 （R4 の はク ）

後 医薬 用 合

保健事業と 護 の一体 事業 市町

1.81%以下

4.5 %以下

3. 2%以下

20%以上

50%以上

37.3%以上

20%以上

80%以上

10 以上

80%以上

12

1.88%

4.28%

4.06%

62.2%

45.5%

33.5%

75.5%

8 .1%

80.7%

11



2期 ータ ル 計 ・

）（ークラ）（）業事（）の（セ
・ 課

　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　 　　
る課

R1 高齢者の保健事業と 護 の一体 事業

（以下 一体 と ）の 組 委 事業 え

R2以後の体 を

R2～R4 一体 と 市町 委

R1   補 金事業と 事業 ・上 の

と 委 事業 り え R2 の体 を

R2～R4 一体 と 市町 委

栄養

R1   補 金事業と 事業 ・上 の

と 委 事業 り え R2 の体 を

健康 査の 組 健康 査の 組

対策

医療 対策

健 ：R5 38.0

歯科健 ：4市町

20

査 50

20

ク

シ 80

後の 80

広 （健康 の ）

H27

事業の ＞

事業の 体

市町との連 体 り

関 機関 職団体 との連

対策＞

クル 計 立

対 者 法 の

事業

医療 対策＞

な事業

健康 査

広域連合 県内全 19)市町 委

者対策＞

市町が 上の め広 話

歯科健康 査

H27 28 県歯科医師会と協議 県内 一体 を する

の め補 金事業 え H29

対策

後 医薬 知： 広域が直 業者委

：

H27 事業計 の立 ・委 業者の選 と選 業者との協議

H28 広域が業者 委 する体 を

R2～ 広域の直 以 一体 お る 組の

体 の めの 他

R4 薬・ 剤 る保健 を市町委 る

よ 石川県国保 ル 支 事業体 の 用

石川県・石川県薬剤師会 の の

健康 査

市町の 体 組 は 査

者対策

R4は１町

歯科健康 査

9市町

R1 1市
R2 6市町：一体 1市と 5市町
R3 9市町：一体 8市町と 1 市
R4 12市町：一体 10市町と 2市町

R1 1市
R2 1市：
R3 5市町：一体 4市町と 1市
R4 7市町：一体 7市町

栄養

市町な

後 医薬 知

R4 年 19市町 知

R4 は 大 知

R1 27,812 R2 29,819

R3 29,709 R4 27,723

R1～R4 5市町 広域の直

健康 査の 組（R1～R4）

健

R1 35.0 R2 32.5 R3 31.5 R4 33.5

者対策を １町の

は 年度 3 上 ：上 分の1.2 （ り）

歯科健康 査
R1 3市 7.1 R 5市 6.4
R3 7市町 6.2 R４ 9市町 6.4

対策（R4年度）

62.2% / 人対 )

HbA1 25人/55人（46 ）

33人/43人（76 ）

3人/  6人（50 ）

人/  6人 )

75.5% 77/102人対 ）

68人/72人 （ 95 ）

LDL-c 人/  1人 )

体 1人/  1人 （100 ）

1人/  1人 （100 ）

人/  1人 )

後 医薬 知事業 （ 年度9 療分）

後 医薬 （ ）

R1 75.5% R2 78.8 R3 79.3 R4 80.7

事業（R4年度）

保健 10.9 人/599人)  者 89.1 人/ 人)

人/ 人 人/2人 )

薬 6人/  8人 75.0

一人 りの り 67,884

高齢者の保健事業と 護 の一体

事業は 市町 お る高齢者 策と

の連 ・協 よ より な

事業 が期 ると る め

以上 市町 関 団体 は め

市町の 内の 体 の ・

用が 要とな る

体 は 保健・医療・ 護分野のみ

な が り・ 学 な

分野 ・ ・水 ・ な ラ

ラ ン・ 対策・地域 り 関連

分野と の 有な が 連 協

の め 必要とな る

の一体 事業をより つ

する めの体 益

組 必要が る。

全 体

年度 ・中 直 ・計 策 お るKDB

ータの 用 進

KDB ータ2次 ール の な 用 よる

事業 の 進

保健事業 の 団体 の ・ 成

健康 査の 組

健康 査： 上

県全体 市町 の地域の健康課 を より明

被保険者の な保健・医療 を す

め 保健 対 者選 用をする

め の 上を す 市町 の

対策

県の健康課 る と

その他の の を全市町が り組

よ る

医療 対策

後 医薬 知

・ シ の

・ の内 と 法の

・ 市町の

・ 市町の 優 の高 市町 一体

の 組 るよ る

・ の内 と 法 の

広

・被保険者 対 健康 を 知する め 保険 の一

お 保健事業 の ラシを

・ ー ー 上 お 高齢者の を え 健康 り

関する 組 法 を

ーシ ン対策

医療 対策 医療 対策

広

・ 27～ 保険 一 健康 ラシ

・ ー ー 保健事業 の内 を

広 （年度 ー ）

H30： の ・ 薬 セル ーシ ン

R1 ：歯と の健康 り

R2 ： と の健康

R3 ： と の健康

R4 ： よ 健康 査・の そ 健康 ・ 保険

課

ーシ ン対策＞

広 する健康 の

職団体 との連

広
被保険者の健康 は の の を する

な 医療保険 度の安 な
がる とを理 るよ 広

（ ）する
一体 事業の被保険者 の 関する
内 と 法 の

健康教 ・健康

一体 事業 市町 の委 事業

R2年度 の体 の

ル対策事業

県国保連合会との協 R1年度 事業

研 会

R1～ 高齢者の保健事業と 護 の一体 事業 る

研 会を県国保連と広域 （石川県の ）

R4～ R6年度 県内全市町が一体 事業を る

よ 全市町の医療 課長は め関 課長 を対 と

高齢者の保健事業と 護 の一体 事業

の 進・推進会議 を石川県・石川県国保連合会と

高齢者の を え 対策 高齢者の を え 対策

地域 の推進

一体 め 護部 との連 る

支 の り の

研 会

一体 関 被保険者 組の必要 を

理 ・認知 るよ な の

高齢者の を え 対策

健康 明者の

～R1 一体 事業 お る 組推進

お 者 事業の利 用推進

R2～ 高齢者の保健事業と 護 の一体 事業

（市町委 ） お る 組推進の めの体

健康教 ・健康

R2～R4：2市

ル対策事業

R１：7市町 R2：6市町 R3：6市町 R4：6市町

研 会

R1 一体 る 務 者 明会

R１～R4 一体 の関 課の事務職と保健師対 の研

R４ 一体 事業の連 進会議

R１ 師 佐 県 市地域 支 課 課長補佐 菊池 子 氏

R 師 市地域福祉部地域福祉推進課 課長 田 美. 氏

市健康医療部健康推進課 長 堀 優子 氏

R 師 業保健師 保健 を える 主 研究会 田 子 氏

R４ 師 健康局長 矢島 也

健康 明者の

R2 2市 一体 1市と 1市

R3 5市町 一体 4市町と 1市

R4 7市町 一体 6市町と １市

高齢者の を え 対策

健康教 ・健康

R2～4 の場 の健康教 ・健康

健 の ラシ

ル対策事業（ 者人 ）

R1 300人 R2 274人 R3 199人 R4 193人

研 会 （ 人 ）

R1 明会：10 30 ・19市町65名 研 ：1 14 ・19市町70名

R2 研 11 19 ・19市町86名

R3 研 8 26 ・19市町91名

R4 会議：7 7 ・19市町59名 研 ：10 13 ・19市町70名

健康 明者の （R4年度）

一体 お る健康 明者の

59.4%  人/ 人) 要支 者出 20.4  人/367人)

支 内 ： 護保険 6.7 護 み1.3 医療 18.7

健 5.3 1.3 次年度経 25.3 その他36

健康 明者の

一体 お る 健康 明者の が 分

機 す の事業の対 者が り り組 必要

が なるは が H30 る県の

お 者 事業 の 組 よ す

対 者 は おり（R2年度の )

後は 年度の 事業 の必要 を つつ

ーシ ン対策 ーシ ン対策 ーシ ン対策
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（以下 一体 と ）の 組 委 事業 え

R2以後の体 を

R2～R4 一体 と 市町 委

R1   補 金事業と 事業 ・上 の

と 委 事業 り え R2 の体 を

R2～R4 一体 と 市町 委

栄養

R1   補 金事業と 事業 ・上 の

と 委 事業 り え R2 の体 を

健康 査の 組 健康 査の 組

対策

医療 対策

健 ：R5 38.0

歯科健 ：4市町

20

査 50

20

ク

シ 80

後の 80

広 （健康 の ）

H27

事業の ＞

事業の 体

市町との連 体 り

関 機関 職団体 との連

対策＞

クル 計 立

対 者 法 の

事業

医療 対策＞

な事業

健康 査

広域連合 県内全 19)市町 委

者対策＞

市町が 上の め広 話

歯科健康 査

H27 28 県歯科医師会と協議 県内 一体 を する

の め補 金事業 え H29

対策

後 医薬 知： 広域が直 業者委

：

H27 事業計 の立 ・委 業者の選 と選 業者との協議

H28 広域が業者 委 する体 を

R2～ 広域の直 以 一体 お る 組の

体 の めの 他

R4 薬・ 剤 る保健 を市町委 る

よ 石川県国保 ル 支 事業体 の 用

石川県・石川県薬剤師会 の の

健康 査

市町の 体 組 は 査

者対策

R4は１町

歯科健康 査

9市町

R1 1市
R2 6市町：一体 1市と 5市町
R3 9市町：一体 8市町と 1 市
R4 12市町：一体 10市町と 2市町

R1 1市
R2 1市：
R3 5市町：一体 4市町と 1市
R4 7市町：一体 7市町

栄養

市町な

後 医薬 知

R4 年 19市町 知

R4 は 大 知

R1 27,812 R2 29,819

R3 29,709 R4 27,723

R1～R4 5市町 広域の直

健康 査の 組（R1～R4）

健

R1 35.0 R2 32.5 R3 31.5 R4 33.5

者対策を １町の

は 年度 3 上 ：上 分の1.2 （ り）

歯科健康 査
R1 3市 7.1 R 5市 6.4
R3 7市町 6.2 R４ 9市町 6.4

対策（R4年度）

62.2% / 人対 )

HbA1 25人/55人（46 ）

33人/43人（76 ）

3人/  6人（50 ）

人/  6人 )

75.5% 77/102人対 ）

68人/72人 （ 95 ）

LDL-c 人/  1人 )

体 1人/  1人 （100 ）

1人/  1人 （100 ）

人/  1人 )

後 医薬 知事業 （ 年度9 療分）

後 医薬 （ ）

R1 75.5% R2 78.8 R3 79.3 R4 80.7

事業（R4年度）

保健 10.9 人/599人)  者 89.1 人/ 人)

人/ 人 人/2人 )

薬 6人/  8人 75.0

一人 りの り 67,884

高齢者の保健事業と 護 の一体

事業は 市町 お る高齢者 策と

の連 ・協 よ より な

事業 が期 ると る め

以上 市町 関 団体 は め

市町の 内の 体 の ・

用が 要とな る

体 は 保健・医療・ 護分野のみ

な が り・ 学 な

分野 ・ ・水 ・ な ラ

ラ ン・ 対策・地域 り 関連

分野と の 有な が 連 協

の め 必要とな る

の一体 事業をより つ

する めの体 益

組 必要が る。

全 体

年度 ・中 直 ・計 策 お るKDB

ータの 用 進

KDB ータ2次 ール の な 用 よる

事業 の 進

保健事業 の 団体 の ・ 成

健康 査の 組

健康 査： 上

県全体 市町 の地域の健康課 を より明

被保険者の な保健・医療 を す

め 保健 対 者選 用をする

め の 上を す 市町 の

対策

県の健康課 る と

その他の の を全市町が り組

よ る

医療 対策

後 医薬 知

・ シ の

・ の内 と 法の

・ 市町の

・ 市町の 優 の高 市町 一体

の 組 るよ る

・ の内 と 法 の

広

・被保険者 対 健康 を 知する め 保険 の一

お 保健事業 の ラシを
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関する 組 法 を

ーシ ン対策
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課

ーシ ン対策＞

広 する健康 の

職団体 との連

広
被保険者の健康 は の の を する

な 医療保険 度の安 な
がる とを理 るよ 広

（ ）する
一体 事業の被保険者 の 関する
内 と 法 の

健康教 ・健康

一体 事業 市町 の委 事業

R2年度 の体 の

ル対策事業

県国保連合会との協 R1年度 事業

研 会

R1～ 高齢者の保健事業と 護 の一体 事業 る

研 会を県国保連と広域 （石川県の ）

R4～ R6年度 県内全市町が一体 事業を る

よ 全市町の医療 課長は め関 課長 を対 と

高齢者の保健事業と 護 の一体 事業

の 進・推進会議 を石川県・石川県国保連合会と

高齢者の を え 対策 高齢者の を え 対策

地域 の推進

一体 め 護部 との連 る

支 の り の

研 会

一体 関 被保険者 組の必要 を
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高齢者の を え 対策
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～R1 一体 事業 お る 組推進

お 者 事業の利 用推進

R2～ 高齢者の保健事業と 護 の一体 事業

（市町委 ） お る 組推進の めの体

健康教 ・健康

R2～R4：2市

ル対策事業

R１：7市町 R2：6市町 R3：6市町 R4：6市町

研 会

R1 一体 る 務 者 明会

R１～R4 一体 の関 課の事務職と保健師対 の研

R４ 一体 事業の連 進会議

R１ 師 佐 県 市地域 支 課 課長補佐 菊池 子 氏

R 師 市地域福祉部地域福祉推進課 課長 田 美. 氏

市健康医療部健康推進課 長 堀 優子 氏

R 師 業保健師 保健 を える 主 研究会 田 子 氏

R４ 師 健康局長 矢島 也

健康 明者の

R2 2市 一体 1市と 1市

R3 5市町 一体 4市町と 1市

R4 7市町 一体 6市町と １市

高齢者の を え 対策

健康教 ・健康

R2～4 の場 の健康教 ・健康

健 の ラシ

ル対策事業（ 者人 ）

R1 300人 R2 274人 R3 199人 R4 193人

研 会 （ 人 ）

R1 明会：10 30 ・19市町65名 研 ：1 14 ・19市町70名

R2 研 11 19 ・19市町86名

R3 研 8 26 ・19市町91名

R4 会議：7 7 ・19市町59名 研 ：10 13 ・19市町70名

健康 明者の （R4年度）

一体 お る健康 明者の

59.4%  人/ 人) 要支 者出 20.4  人/367人)

支 内 ： 護保険 6.7 護 み1.3 医療 18.7

健 5.3 1.3 次年度経 25.3 その他36

健康 明者の

一体 お る 健康 明者の が 分

機 す の事業の対 者が り り組 必要

が なるは が H30 る県の

お 者 事業 の 組 よ す

対 者 は おり（R2年度の )

後は 年度の 事業 の必要 を つつ

ーシ ン対策 ーシ ン対策 ーシ ン対策
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